
 
■産前・産後等ヘルパー派遣事業とは 

出産前後、家族の支援を受けることが難しい家庭や、保護者の疾病等により援助を必要とする家庭

にヘルパーを派遣し、育児や家事等をお手伝いします。 

 

■利用対象者

志賀町に住民票があり、志賀町に住んでいる方で、次のいずれかに該当する方 

①母子健康手帳交付の日から出産日以降１年６か月未満の女性 

②体調不良や心身の病気のため家事や育児が困難で、家族から十分な援助を受けられない方 

③保護者のいない児童の家庭、保護者の疾病等により家事等の援助を必要としている児童 

 

■利用時間・基準・回数 

   (１)時間 午前９時から午後５時まで 

   (２)基準 １日１回。１回 1.5 時間以内。 

   (３)回数 最大２０回まで利用可能。 

 

   ■利用料金 

30 分未満／100 円、30 分以上～1 時間未満／150 円、1 時間以上～1.5 時間未満／200 円 

    ※町民税非課税世帯、生活保護世帯は無料です。  

※当日のキャンセルは、実費負担となるのでご了承ください。 

（実費負担額：30 分未満／1,100 円、30 分以上～１時間未満／1,850 円、 

１時間以上～1.5 時間未満／2,700 円）  

   ■支援内容 

   【家事支援】食事の準備後片付け、衣類の洗濯及び補修、居室の掃除及び整理整頓 

         生活必需品の買い物（町内のお店に限ります）、その他必要な家事など 

   【育児支援】授乳の準備・介助、おむつ交換、沐浴の補助、育児環境の整備、その他 

必要な育児援助 

 

   ■申し込みからご利用までの流れ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】志賀町子育て支援課 TEＬ：３２－９１２２ 

【事前申請】 

利用申請書を提出します。

（原則、利用希望日の７日前

までに） 

【持参するもの】 

・母子手帳 

・生活保護世帯の場合 

保護受給証明書 

・町民税非課税世帯の場合 

生計中心者の町民税課税 

証明書 

【初回訪問】 

ヘルパーと町担当職員が

家庭訪問をし、生活状況や

不安感等を聞かせていた

だきます。利用が決定とな

った場合、利用可能となり

ます。 

【ヘルパー利用】 

ヘルパーの派遣は、決め

られた時間や内容、回数

の範囲で利用できます。 

【お支払い】 

利用者負担額は、１か月

分をまとめて事業者に

お支払いください。 


